
徳
島
県
規
則
第
五
十
九
号

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
二
年
五
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
動
物
愛
護
監
視
員
」
を
「
動
物
愛
護
管
理
監
視
員
」
に
改
め
る
。

「
第
五
節

動
物
愛
護
監
視
員
」
を
「
第
五
節

動
物
愛
護
管
理
監
視
員
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
第
一
の
備
考
及
び
第
二
の
一
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
こ
の
表
の
異
な
る
２
つ
の
区
分
に
属
す
る
特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物

の
特
定
飼
養
施
設
に
つ
い
て
は
こ
の
表
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
そ
の
異
な
る
２
つ
の
区
分

，
，

の
う
ち
先
に
掲
げ
ら
れ
た
区
分
に
応
じ
た
基
準
を
適
用
す
る

。

別
表
第
二
の
第
三
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１
こ
の
表
に
定
め
る
特
定
飼
養
施
設
の
材
料
に
つ
い
て
は
当
該
材
料
と
同
等
以
上
の
強
度

，
，

耐
久
性
等
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
他
の
材
料
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
こ
の
表
の
異
な
る
２
つ
の
区
分
に
属
す
る
特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物

の
特
定
飼
養
施
設
に
つ
い
て
は

こ
の
表
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
そ
の
異
な
る
２
つ
の
区
分

，
，

の
う
ち
先
に
掲
げ
ら
れ
た
区
分
に
応
じ
た
基
準
を
適
用
す
る

。

別
表
第
二
の
第
四
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
こ
の
表
の
異
な
る
２
つ
の
区
分
に
属
す
る
特
定
動
物
が
交
雑
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
動
物

の
特
定
飼
養
施
設
に
つ
い
て
は
こ
の
表
に
掲
げ
る
順
序
に
従
い
そ
の
異
な
る
２
つ
の
区
分

，
，

の
う
ち
先
に
掲
げ
ら
れ
た
区
分
に
応
じ
た
基
準
を
適
用
す
る

。

「□
法
人
の
役
員

様
式
第
一
号
中
「第

６
号

」
を
「第

７
号
の
２

」
に
、
「□

法
人
の
役
員

」
を

□
法
第
１
２
条

第
１
項
第
８
号
及
び
第
９
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
使
用
人

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「第

２
７
条
第
１
項
第
２
号
イ

」
を
「第

２
７
条
第
１
項
第
３
号
イ

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号

中
「動

物
愛
護
監
視
員
証

」
を
「動

物
愛
護
管
理
監
視
員
証

」
に
改
め
る
。

(表)

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
許
可
に
係
る
特
定
飼
養
施
設
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
徳
島
県
動
物
の
愛
護

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
の
規
定
の
例
に
よ
る
。


